
 

 

 

 

市第38号議案 地区センター等の指定管理者の指定の変更（港湾局関係部分） 

 

 本議案は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、令和３年３月31日に指定期間が

終了する港湾局所管の８施設について、令和２年度中の選定を見送り、現指定管理者による

管理運営期間を令和４年３月31日までに変更するものです。 

 

１ 指定の期間の変更 

   指定の期間の終期について「平成33年（令和３年）３月31日まで」を「令和４年３月

31日まで」に変更（指定期間を１年間延長） 

 

２ 指定の期間を変更する理由 

（１）感染拡大防止の観点から附属機関（指定管理者選定評価委員会等）の開催を見送る

必要があったため。 

（２）指定管理者に応募する民間事業者等への配慮が必要であったため。 

（３）市民の皆様の安全・安心を守ることを最優先に、各区局の業務体制を整える必要が

あったため。 

 

３ 指定の期間を変更する港湾施設 

施  設 指 定 管 理 者 

物流等関連施設 横浜港埠頭株式会社 

大さん橋 横浜港振興協会・神奈川新聞社・ハリマビステム共同事業体 

臨港パーク関連施設 株式会社横浜国際平和会議場 

港湾厚生関連施設 一般社団法人横浜港湾福利厚生協会 

日本丸メモリアルパーク 
帆船日本丸記念財団・ＪＴＢコミュニケーションデザイン共同

事業体 

横浜港シンボルタワー 商船三井興産株式会社 

八景島 株式会社横浜八景島 

海づり関連施設 イオンディライト株式会社 

（裏面あり） 
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４ 指定の期間の変更に係る現指定管理者への確認等の実施 

（１）指定管理者から指定の期間の変更に係る同意書及び下記書類の提出 

ア 定款、規約その他これらに類する書類 

イ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

ウ 本同意書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに 

前事業年度の収支計算書及び事業報告書 

エ 直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等 

 （２）施設所管課による管理運営状況の確認 

   ア 現指定期間中における管理運営状況の確認 

   イ 財務状況の確認 

    

 ５ 今後のスケジュール（予定） 

（１）令和２年第３回市会定例会 議案議決 

 指定の期間の変更（延長）に関する指定通知・公告（市報）・協定の締結 

（２）令和３年４月 現指定管理者による変更後（延長）の指定期間の開始 

（３）令和３年度中 次期指定管理者の選定の実施 

（４）令和３年12月 次期指定管理者についての指定に関する議案の提出 

          （令和３年第４回市会定例会） 

（５）令和４年４月 次期指定管理者による指定期間の開始 


